
令和３年度

三隅スポーツ振興会　総会

日　時 令和３年　４月２３日（金）１９：００～

会　場 三隅農業者トレーニングセンター　２階研修室



令和3年度三隅スポーツ振興会総会次第

○　会長あいさつ

○　議長選出

○　議　事

第２号議案

その他 会則・組織図

令和3年度事業計画（案）及び予算（案）について

○　議長退任

○　その他（事務連絡）

令和3年６月５日（土）午前９時～　三隅総合運動公園北側倉庫集合

・ブロック代表理事の変更連絡について（任期：Ｒ３.4.1～R5.3.31）

・ボランティア清掃実施について

第１号議案 令和2年度事業報告及び決算報告、監査報告

令和3年度三隅スポーツ振興会役員（案）
及び自治会体育部長名簿について

第３号議案



専門部名 大会名 実施予定日・実施日 参加状況

ソフトボール部  ブロック対抗ソフトボール大会
 R2.5.17（日）

or
 R2.7.26（日）

中止

陸上部  第１５回三隅駅伝・ロードレース祭  R2.12.13（日） 中止

バドミントン部
 三隅バドミントン大会 ①

 三隅バドミントン大会 ②

 R2.８.27（木）

 R3.3.11（木）
中止

バレーボール部
三隅地区ふれあいソフトバレーボール大会

三隅地区ふれあいソフトバレーボール大会

R2.11.14（土）

R3.2.20（土）

11月：8チーム
46名参加
2月：6チーム
30名参加

グラウンド・ゴルフ部

 第１２回三隅地区自治会対抗グラウン
 ド・ゴルフ大会

三隅グラウンド・ゴルフ大会

 R2.6.27（土）

R3.2.27（土）
2月：51名参加

野球部 会長杯軟式野球大会
R2.11.15（日） 6チーム

約120名参加

ニュースポーツ部
 タグラグビー教室
バスケットボール教室

 R2.5.9（土）
Ｒ2.10.3（土）

小学生23名参加

実行委員会  三隅地区体育祭
 隔年開催

 R2.6.21（日）

※取り消し線部分の行事はコロナウイルスにより中止　　　　　　　　　

令和２年度　三隅スポーツ振興会事業報告令和２年度　三隅スポーツ振興会事業報告令和２年度　三隅スポーツ振興会事業報告令和２年度　三隅スポーツ振興会事業報告
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費　目 増　減

繰 越 金 0

会 費 500

市 補 助 金 ▲ 336,692

競技団体援助費 0

事 業 収 入 ▲ 20,000

雑 収 入 ▲ 238

合　計 ▲ 356,430

費　目 増　減

大 会 運 営 費 355,780

会 議 費 2,000

役 務 費 750

需 用 費 15,931

加 盟 団 体 費 0

備 品 購 入 費 0

予 備 費 122,485

合　計 496,946

収入 支出
435,570 － 295,054 ＝ 140,516 次年度繰越金

792,000 295,054

70,000 70,000 ふれパ備品ほか

157,000 34,515
需用費・備品購入費へ予算流
用
（備品購入費へ：34,515円）

70,000 54,069 ふれパグラウンドレーキ補修ほか

3,000 3,000 長門市体育協会

2,000 0

30,000 29,250 切手代・保険料

　○　支出の部 （単位：円）

予算額 決算額 摘　要

460,000 104,220 各種大会運営費

242 4 預金利息

792,000 435,570

3,000 3,000 長門市体育協会

25,000 5,000 会長杯軟式野球大会参加費（1,000円×5チーム）

180,000 180,500 @100円×1,805世帯

363,000 26,308

令和2年度三隅スポーツ振興会決算書令和2年度三隅スポーツ振興会決算書令和2年度三隅スポーツ振興会決算書令和2年度三隅スポーツ振興会決算書

　○　収入の部 （単位：円）

予算額 決算額 摘　要

220,758 220,758
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大会運営費内訳

ソフトボール部 40,000 0 0 40,000

陸上部 230,000 0 3,308 226,692

バドミントン部 50,000 0 0 50,000

バレーボール部 40,000 0 39,888 0

グラウンドゴルフ部 40,000 0 19,981 20,000

野球部 会長杯軟式野球大会 50,000 5,000 39,300 0

ニュースポーツ部 バスケットボール教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒１０月バスケットボール教室開催10,000 0 1,743 0

実行委員会 0 0 0 0

合　計 460,000 5,000 104,220 336,692

令和2年度　専門部決算書令和2年度　専門部決算書令和2年度　専門部決算書令和2年度　専門部決算書

◎三隅地区体育祭

専 門 部 大会名等 予 算 額
(大会運営費)

事業
収入

決算額 返還額

◎ブロック対抗ソフトボー
ルリーグ戦

◎第１5回三隅駅伝・ロー
ドレース祭

◎バドミントン大会（２
回）

第３回三隅地区ふれあいソ
フトバレーボール大会
第４回三隅地区ふれあいソ
フトバレーボール大会

◎第１2回自治会対抗グラ
ウンド・ゴルフ大会
三隅グラウンド・ゴルフ大
会
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専門部名 役　職 氏　　名 住　　所 備　　考

会　長 水津　俊彦 豊原

小野　肇 上ゲ

武田　新二 野波瀬

小林　慎哉 三隅支所

薮木　郁江 豊原

森重　夏帆 三隅公民館

中野　秀一 三隅公民館

ソフトボール部 部　長 竹林　英雄 市

部　長 山中　翔平 豊原

副部長 山縣　裕司 宗頭

部　長 上田　憲志 中村

副部長 吉村　茂夫 上ゲ

部　長 西本　篤一郎 向山

副部長 藪木　郁江 豊原

部　長 朝枝　秀次 向開作

副部長 今﨑　康一 豊原

野球部 部　長 藤井　慎一郎 下東方

部　長 藤井　慎一郎 下東方

副部長 小野　肇 上ゲ

①川　上　将　司 兎渡谷
（対象エリア）滝坂、一の瀬、中畑
杉山・樅の木、宗頭、兎渡谷

②上　田　靖　夫 上中小野
（対象エリア）麓、上中小野、下中小野、
辻並

③末　永　雅　之 市 （対象エリア）市、生島、津雲、（飯井）

④古　田　利   充 三隅中村
（対象エリア）湯免、中村、大竹・正楽寺
土手、久原

⑤武　田　猛　志 野波瀬 （対象エリア）野波瀬

⑥山　中　翔　平 豊　原
（対象エリア）向山、上東方、豊原、二条
窪

⑦實　廣　益　行　 浅田 （対象エリア）平野、浅田

⑧原　　　卓　也 向開作
（対象エリア）下東方、小島、殿村新開、
向開作

⑨大　田　拓　利 上　ゲ （対象エリア）沢江、上ゲ

※各ブロック代表理事は任期：2年（Ｒ３.4.1～R５3.31）

　 任期途中で体育部長が交代となる場合は、次期代表理事の選出をお願いします。

ﾌﾞﾛｯｸ
代表
理事

陸上部

バドミントン部

バレーボール部

グラウンド・ゴルフ部

自治会体育部長

ニュースポーツ部

令和３年度三隅スポーツ振興会役員令和３年度三隅スポーツ振興会役員令和３年度三隅スポーツ振興会役員令和３年度三隅スポーツ振興会役員

三隅スポーツ振興会

副会長

顧　問

監　事

事務局
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専門部名 大会名 実施予定日

ソフトボール部 ブロック対抗ソフトボール大会 R3.7.11（日）

陸上部 第１５回三隅駅伝・ロードレース祭 R3.12.12（日）

バドミントン部
三隅バドミントン大会 ①

三隅バドミントン大会 ②

R3.８.26（木）

R4.3.10（木）

バレーボール部
第５回三隅地区ふれあいソフトバレーボール大会

第４回三隅ソフトバレーボール大会

R3.7.3（土）

R3.11.13（土）

グラウンド・ゴルフ部

第１２回三隅地区自治会対抗グラウンド・ゴ
ルフ大会

三隅グラウンド・ゴルフ大会

R3.6.26（土）

R4.2.26（土）

野球部 会長杯軟式野球大会
R3.11.14（日）

【予備日】
R3.11.21（日）

ニュースポーツ部 タグラグビー教室 ほか R3.5.8（土）

実行委員会 三隅地区体育祭
隔年開催

Ｒ４

令和3年度　三隅スポーツ振興会事業計画令和3年度　三隅スポーツ振興会事業計画令和3年度　三隅スポーツ振興会事業計画令和3年度　三隅スポーツ振興会事業計画
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費　目 本年度予算額 昨年度予算額 比　較 摘　要

繰 越 金 140,516 220,758 ▲ 80,242

会 費 180,000 180,000 0
1,８00世帯×１００（円／世
帯）

市 補 助 金 333,000 363,000 ▲ 30,000

競技団体援助費 3,000 3,000 0 長門市スポーツ協会

事 業 収 入 15,000 25,000 ▲ 10,000 各種大会参加費 等

雑 収 入 484 242 242 預金利息等

合　計 672,000 792,000 ▲ 120,000

費　目 本年度予算額 昨年度予算額 比　較 摘　要

大 会 運 営 費 460,000 460,000 0 各種大会運営費

会 議 費 2,000 2,000 0 総会・理事会

役 務 費 30,000 30,000 0 切手・保険料 等

需 用 費 70,000 70,000 0 事務用消耗品 等

加 盟 団 体 費 3,000 3,000 0 長門市スポーツ協会

備 品 購 入 費 70,000 70,000 0 専門部必要備品 等

予 備 費 37,000 157,000 ▲ 120,000

合　計 672,000 792,000 ▲ 120,000

令和3年度三隅スポーツ振興会予算書令和3年度三隅スポーツ振興会予算書令和3年度三隅スポーツ振興会予算書令和3年度三隅スポーツ振興会予算書

　○　収入の部

　○　支出の部
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大会運営費内訳

ソフトボール部 40,000

陸上部 230,000

バドミントン部 50,000

バレーボール部 40,000

グラウンドゴルフ部 40,000

野球部 50,000

ニュースポーツ部 10,000

合　計 460,000

第１５回三隅駅伝・ロードレース祭

バドミントン大会（２回）

第５回三隅地区ふれあいソフトバレーボー
ル大会
第４回三隅ソフトバレーボール大会

第１２回三隅地区自治会対抗グラウンド・
ゴルフ大会
三隅グラウンド・ゴルフ大会

会長杯軟式野球大会

タグラグビー教室　ほか

令和3年度　専門部予算書令和3年度　専門部予算書令和3年度　専門部予算書令和3年度　専門部予算書

専門部 大会名等 予 算 額
(大会運営費)

ブロック対抗ソフトボール大会
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三隅三隅三隅三隅スポーツスポーツスポーツスポーツ振興会振興会振興会振興会会則会則会則会則 

 

((((名称名称名称名称及び事務局及び事務局及び事務局及び事務局))))    

第１条第１条第１条第１条    本本本本会会会会は、は、は、は、三隅三隅三隅三隅スポーツスポーツスポーツスポーツ振興会振興会振興会振興会((((以下「以下「以下「以下「振興会振興会振興会振興会」という」という」という」という))))と称し、事務局を三隅公民館に置く。と称し、事務局を三隅公民館に置く。と称し、事務局を三隅公民館に置く。と称し、事務局を三隅公民館に置く。    

    

((((目目目目    的的的的))))    

第２条第２条第２条第２条        振興会振興会振興会振興会は、は、は、は、スポーツを通じて三隅スポーツを通じて三隅スポーツを通じて三隅スポーツを通じて三隅地区地区地区地区住民の健康・福祉・体力の向上及び住民相互の住民の健康・福祉・体力の向上及び住民相互の住民の健康・福祉・体力の向上及び住民相互の住民の健康・福祉・体力の向上及び住民相互の親睦親睦親睦親睦を図るを図るを図るを図る

ことを目的とする。ことを目的とする。ことを目的とする。ことを目的とする。    

    

((((事事事事    業業業業))))    

第３条第３条第３条第３条        振興会振興会振興会振興会は前条の目的達成のため次の事業を行う。は前条の目的達成のため次の事業を行う。は前条の目的達成のため次の事業を行う。は前条の目的達成のため次の事業を行う。    

                １１１１    各種各種各種各種スポーツ大会スポーツ大会スポーツ大会スポーツ大会等等等等の開催の開催の開催の開催    

                ２２２２    スポーツ活動スポーツ活動スポーツ活動スポーツ活動の啓発、指導の啓発、指導の啓発、指導の啓発、指導    

                ３３３３    その他、本その他、本その他、本その他、本会会会会目的達成のための必要な事業目的達成のための必要な事業目的達成のための必要な事業目的達成のための必要な事業    

    

((((組組組組    織織織織))))    

第４条第４条第４条第４条        振興会振興会振興会振興会は、は、は、は、三隅地区内の全住民及び本振興会の主三隅地区内の全住民及び本振興会の主三隅地区内の全住民及び本振興会の主三隅地区内の全住民及び本振興会の主旨に賛同する者をもって組織する。旨に賛同する者をもって組織する。旨に賛同する者をもって組織する。旨に賛同する者をもって組織する。    

    

第５条第５条第５条第５条        振興会振興会振興会振興会に種目別専門部を置く。に種目別専門部を置く。に種目別専門部を置く。に種目別専門部を置く。    

    

((((役役役役    員員員員))))    

第６条第６条第６条第６条        振興会振興会振興会振興会に次の役員を置く。に次の役員を置く。に次の役員を置く。に次の役員を置く。    

                                        会会会会    長長長長                                １名１名１名１名        

                    副会長副会長副会長副会長                                若干若干若干若干名名名名    

                    種目別種目別種目別種目別専門部専門部専門部専門部理事理事理事理事            若干名若干名若干名若干名    

                    ブロック代表理事ブロック代表理事ブロック代表理事ブロック代表理事            若干名若干名若干名若干名    

                    監監監監    事事事事                                ２名２名２名２名    

                    顧顧顧顧    問問問問                                若干名若干名若干名若干名    

    

((((役員の選出役員の選出役員の選出役員の選出))))    

第７条第７条第７条第７条        振興会振興会振興会振興会の役員は次によって選出される。の役員は次によって選出される。の役員は次によって選出される。の役員は次によって選出される。    

                １１１１    会長・副会長は地区会長・副会長は地区会長・副会長は地区会長・副会長は地区内より適任者を選出し、総会において承認される。内より適任者を選出し、総会において承認される。内より適任者を選出し、総会において承認される。内より適任者を選出し、総会において承認される。    

                ２２２２    種目別種目別種目別種目別専門部専門部専門部専門部理事は、理事は、理事は、理事は、各各各各専門部専門部専門部専門部からからからから１名を選出して充てる。１名を選出して充てる。１名を選出して充てる。１名を選出して充てる。    

                ３３３３    ブロック代表理事ブロック代表理事ブロック代表理事ブロック代表理事は、各は、各は、各は、各ブロックから１名を選出して充てる。ブロックから１名を選出して充てる。ブロックから１名を選出して充てる。ブロックから１名を選出して充てる。    

                ４４４４    監事は、地区監事は、地区監事は、地区監事は、地区内より適任者を選出する。内より適任者を選出する。内より適任者を選出する。内より適任者を選出する。    

                ５５５５    顧問顧問顧問顧問は、は、は、は、必要に応じて必要に応じて必要に応じて必要に応じて会長が委嘱する会長が委嘱する会長が委嘱する会長が委嘱することができることができることができることができる。。。。    

    

((((役員の任期役員の任期役員の任期役員の任期及び職務及び職務及び職務及び職務))))    

第８条第８条第８条第８条        役員の任期は２役員の任期は２役員の任期は２役員の任期は２ヶヶヶヶ年とする。ただし、再任を妨げない。補充役員の任期は前任年とする。ただし、再任を妨げない。補充役員の任期は前任年とする。ただし、再任を妨げない。補充役員の任期は前任年とする。ただし、再任を妨げない。補充役員の任期は前任者残任者残任者残任者残任期間とする。期間とする。期間とする。期間とする。

役員の職務は次のとおりとする。役員の職務は次のとおりとする。役員の職務は次のとおりとする。役員の職務は次のとおりとする。    

                １１１１    会長は会長は会長は会長は振興会振興会振興会振興会を代表し、その一切の会務を総括する。を代表し、その一切の会務を総括する。を代表し、その一切の会務を総括する。を代表し、その一切の会務を総括する。    

                ２２２２    副会長は会長を補佐し、会長副会長は会長を補佐し、会長副会長は会長を補佐し、会長副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。事故あるときはこれを代行する。事故あるときはこれを代行する。事故あるときはこれを代行する。    

                ３３３３    理事は、理事は、理事は、理事は、理事会を構成し、振興会の企画運営にあたり、重要事項を理事会を構成し、振興会の企画運営にあたり、重要事項を理事会を構成し、振興会の企画運営にあたり、重要事項を理事会を構成し、振興会の企画運営にあたり、重要事項を審議審議審議審議決定決定決定決定する。する。する。する。    

                ４４４４    監事は、監事は、監事は、監事は、振興会振興会振興会振興会の会計を監査する。の会計を監査する。の会計を監査する。の会計を監査する。    
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                ５５５５    顧問顧問顧問顧問は、は、は、は、会長の諮問に応じ会議に出席し意見を述べることができる。会長の諮問に応じ会議に出席し意見を述べることができる。会長の諮問に応じ会議に出席し意見を述べることができる。会長の諮問に応じ会議に出席し意見を述べることができる。    

    

((((会会会会    議議議議))))    

第第第第９９９９条条条条    会議は、総会、理事会、専門部会会議は、総会、理事会、専門部会会議は、総会、理事会、専門部会会議は、総会、理事会、専門部会、自治会体育部長会、自治会体育部長会、自治会体育部長会、自治会体育部長会とし、会議の議長は会長とし、会議の議長は会長とし、会議の議長は会長とし、会議の議長は会長または会長が指名または会長が指名または会長が指名または会長が指名

した者とする。した者とする。した者とする。した者とする。    

    

第第第第 10101010 条条条条    総会は、総会は、総会は、総会は、振興会振興会振興会振興会最高の議決機関で、毎年１回開催し、会長が最高の議決機関で、毎年１回開催し、会長が最高の議決機関で、毎年１回開催し、会長が最高の議決機関で、毎年１回開催し、会長が招集招集招集招集する。する。する。する。次の事項次の事項次の事項次の事項を審議する。を審議する。を審議する。を審議する。    

                １１１１    事業計画・予算及び決算に関する事項事業計画・予算及び決算に関する事項事業計画・予算及び決算に関する事項事業計画・予算及び決算に関する事項    

                ２２２２    会則に関する事項会則に関する事項会則に関する事項会則に関する事項    

                ３３３３    役員に関する事項役員に関する事項役員に関する事項役員に関する事項    

                ４４４４    その他必要な事項その他必要な事項その他必要な事項その他必要な事項    

    

第第第第 11111111 条条条条    総会は、第６条の役員及び自治会体育部長をもって構成し、委任状を含めた過半数以上の出席総会は、第６条の役員及び自治会体育部長をもって構成し、委任状を含めた過半数以上の出席総会は、第６条の役員及び自治会体育部長をもって構成し、委任状を含めた過半数以上の出席総会は、第６条の役員及び自治会体育部長をもって構成し、委任状を含めた過半数以上の出席

がなければ成立しない。がなければ成立しない。がなければ成立しない。がなければ成立しない。また、議事は出席者の過半数をもって決する。また、議事は出席者の過半数をもって決する。また、議事は出席者の過半数をもって決する。また、議事は出席者の過半数をもって決する。    

    

（会（会（会（会    計）計）計）計）    

第第第第 11112222 条条条条    振興会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他をもって充てる。会費の額は次のとおりとす振興会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他をもって充てる。会費の額は次のとおりとす振興会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他をもって充てる。会費の額は次のとおりとす振興会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他をもって充てる。会費の額は次のとおりとす

る。る。る。る。    

                    １世帯あたり１世帯あたり１世帯あたり１世帯あたり    年間年間年間年間    １００円１００円１００円１００円    

    

第第第第 13131313 条条条条    振興会の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。振興会の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。振興会の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。振興会の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。    

    

（細（細（細（細    則）則）則）則）    

第第第第 14141414 条条条条    この会則に定めるもののほか、必要な細この会則に定めるもののほか、必要な細この会則に定めるもののほか、必要な細この会則に定めるもののほか、必要な細則については理事会において決定する。則については理事会において決定する。則については理事会において決定する。則については理事会において決定する。    

    

    

    

（（（（附附附附    則則則則））））    

この会則は、平成この会則は、平成この会則は、平成この会則は、平成２１２１２１２１年年年年    ４４４４    月月月月    ２２２２    日から施行する。日から施行する。日から施行する。日から施行する。    
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